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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背負式動力作業機（１０）に備えられる内燃エンジン（１７）始動用の緩衝・蓄力手段
が介挿されたリコイルスタータ装置（２０）であって、
　リコイルロープ（２１）の一端部に取り付けられたリコイルハンドル（２２）がスター
タ本体部（２０Ａ）から所定長だけ引き出されて前記背負式動力作業機（１０）の特定部
位に設けられたハンドル係止部（２５）に係止されるとともに、前記スタータ本体部（２
０Ａ）と前記ハンドル係止部（２５）との間の前記リコイルロープ（２１）の延出部分（
２１Ａ）に可撓性ガイドパイプ（３０）が緩く外嵌され、該ガイドパイプ（３０）の前記
ハンドル係止部（２５）側の一端部（３０ａ）が固定端とされるとともに、前記スタータ
本体部（２０Ａ）側の他端部（３０ｂ）が自由端とされており、
　前記ハンドル係止部（２５）は、前記作業機（１０）を背負った作業者の腰部辺りに相
当する部位に設けられ、前記内燃エンジン（１７）を始動させる際には前記リコイルハン
ドル（２２）が作業者の前方（Ｆ）に向けて引き出されるようにされていることを特徴と
する背負式動力作業機用リコイルスタータ装置。
【請求項２】
前記ガイドパイプ（３０）は、合成樹脂製であることを特徴とする請求項１に記載の背負
式動力作業機用リコイルスタータ装置。
【請求項３】
前記ガイドパイプ（３０）の前記一端部（３０ａ）は、前記ハンドル係止部（２５）に設
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けられた筒状部（２７）に挿脱可能に圧入固定されていることを特徴とする請求項１又は
２に記載の背負式動力作業機用リコイルスタータ装置。
【請求項４】
　前記ガイドパイプ（３０）の前記他端部（３０ｂ）の端縁部（３１）には、弾性リング
状部材（３２）が外嵌取着されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記
載の背負式動力作業機用リコイルスタータ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、背負式パワーブロワー（送風掃除機）や背負式動力噴霧機等の、背負式動力作
業機に備えられる内燃エンジン始動用のリコイルスタータ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、背負式動力作業機に備えられる空冷２サイクルガソリンエンジン等の内燃エンジ
ン始動用のリコイルスタータ装置においては、リコイルハンドル（リコイルロープ）を前
記エンジンの圧縮抵抗力に抗して引き出すことにより前記内燃エンジンを始動させ、該内
燃エンジンが始動した後、前記リコイルハンドルを離すと、前記リコイルロープがリコイ
ル用付勢手段により自動的に巻き戻されるようになっている。
【０００３】
前記リコイルロープが巻き戻されているとき、つまり、始動操作を行わないとき、前記リ
コイルハンドルはスタータ本体部のリコイルロープ引き出し口に係止されているのが普通
である。そのため、前記作業機を背負った状態では、作業者の手がリコイルハンドルに届
かず、したがって、前記リコイルハンドルを引っ張ることができず、前記内燃エンジンを
始動させることはできない。
そのため、前記作業機を背負った状態で前記内燃エンジンを停止させ、その後、再始動さ
せる際等には、前記作業機を背中から降ろす必要があり、不便であった。
【０００４】
それに対し、スタータ装置としてセルモーター式のものを採用すれば、前記作業機を背負
ったまま内燃エンジンを容易に始動させることができるが、この場合、セルモータやその
電源用バッテリでかなりの重量増を招くとともに、装置構成が複雑となり、装置コストも
高くなってしまう。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、従来から背負式動力作業機を背負ったまま、始動操作を行うことができるように
されたリコイルスタータ装置が提案されている。例えば、実開昭５９－１９９７５号公報
には、リコイルロープを可撓性ガイドパイプで案内するようにしたリコイルスタータ装置
が開示されている。かかるリコイルスタータ装置は、リコイルハンドル（リコイルロープ
及びガイドパイプの一端部）がどこにも係止されていないので、ロープ引き操作を円滑に
行うことが難しく、また、作業時にそれらがふらついて邪魔になるとともに、木枝等に引
っかかる等して損傷を受けやすいという問題がある。
【０００６】
一方、実公平２－４８６９５号公報には、リコイルロープを案内するためのガイドパイプ
の基端部をスタータ本体部に固定するとともに、先端部を背負バンドの肩当接部付近に固
定保持したものが提案されている。かかるリコイルスタータ装置は、リコイルハンドル（
グリップ）が肩前部付近（前記ガイドパイプの先端部）で係止されているので、ふらつく
ことはないが、作業者の顔がリコイルハンドルに当たるおそれ等があるとともに、前記ガ
イドパイプ等が木枝等に引っかかったとき、折り曲げられる等して特にその基端部が損傷
を受けやすいという問題がある。
【０００７】
本発明は、上述した如くの従来の問題を解消すべくなされたもので、その目的とするとこ
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ろは、背負ったままで始動操作を容易に行うことができるとともに、セルモーター式のも
のに比して軽量で安くでき、さらに、故障が少なく、木枝に構成部品が引っかかったとき
等でも壊れにくい、背負式動力作業機用リコイルスタータ装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記の目的を達成すべく、本発明に係る背負式動力作業機用リコイルスタータ装置は、
背負式動力作業機に備えられる内燃エンジン始動用の緩衝・蓄力手段が介挿された装置で
、リコイルロープの一端部に取り付けられたリコイルハンドルがスタータ本体部から所定
長だけ引き出されて前記背負式動力作業機の特定部位に設けられたハンドル係止部に係止
されるとともに、前記スタータ本体部と前記ハンドル係止部との間の前記リコイルロープ
の延出部分に可撓性ガイドパイプが緩く外嵌され、該ガイドパイプの前記ハンドル係止部
側の一端部が固定端とされるとともに、前記スタータ本体部側の他端部が自由端とされて
いる。
【０００９】
　そして、前記ハンドル係止部は、前記作業機における、それを背負った作業者の腰部辺
りに相当する部位に設けられ、前記内燃エンジンを始動させる際には前記リコイルハンド
ルが作業者の前方に向けて引き出されるようにされていることを特徴とする。
　前記ガイドパイプは、好ましくは合成樹脂製とされ、また、その一端部は、好ましくは
前記ハンドル係止部に設けられた筒状部に挿脱可能に圧入固定され、さらに好ましくは、
前記ガイドパイプの前記スタータ本体部側の他端部の端縁部に、弾性リング状部材が外嵌
取着される。
【００１０】
前記の如くの構成とされた本発明に係る背負式動力作業機用リコイルスタータ装置におい
ては、リコイルハンドルがスタータ本体部から所定長だけ引き出されて前記背負式動力作
業機の特定部位（例えば作業者の腰部右側辺りに位置する部位）に設けられたハンドル係
止部に係止されるとともに、前記スタータ本体部と前記ハンドル係止部との間の前記リコ
イルロープの延出部分に可撓性ガイドパイプが緩く外嵌され、該ガイドパイプの一端部が
固定端とされるとともに、他端部が自由端とされていて、前記内燃エンジンを始動させる
際には前記リコイルハンドルが作業者の前方に向けて引き出されるようにされるので、作
業機を背負ったままで始動操作を容易に行うことができるとともに、従来の背負式動力作
業機用リコイルスタータ装置にハンドル係止部と可撓性ガイドパイプとを追加しただけの
構成であるので、セルモーター式のものに比して軽量で安くできる。
【００１１】
さらに、簡素な構成であることから故障が少なくなる上、木枝等に前記可撓性ガイドパイ
プが引っかかったとき、該ガイドパイプが木枝等に引っ張られる方向に曲げられ、それに
伴いリコイルロープがスタータ本体部（のリール）から引き出されるとともに、前記ガイ
ドパイプの自由端側が引っ張られた方向に動くので、その固定端部等に大きな負荷が加わ
らず、壊れにくくなる。
【００１２】
一方、本発明の背負式動力作業機用リコイルスタータ装置では、背負ったままで始動操作
を行うので、それを背中から降ろして行うものに比して、ロープの引き力が小さくても容
易に始動できるものが好ましい。
【００１３】
ロープの引き力が小さくても容易に始動できるリコイルスタータ装置としては、本発明の
出願人が先に提案した蓄力式のものがある。この蓄力式のリコイルスタータ装置は、前記
リコイルロープを引っ張ることにより回転せしめられる駆動部と、該駆動部の回転が伝達
される従動部と、を備え、前記駆動部と前記従動部との間に、緩衝・蓄力手段が介装され
、該緩衝・蓄力手段が、前記駆動部の駆動の過程において、該駆動部の駆動によって緩衝
しつつ蓄力するとともに、該蓄力により前記従動部を駆動するようにされる（詳しくは、
本発明の出願人による特開２００１－１３２５９１号等を参照）。
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【００１４】
かかる構成の蓄力式のリコイルスタータ装置においては、前記駆動部と前記従動部との間
に緩衝・蓄力手段（例えばゼンマイ機構）を介装したことで、リコイルロープの引き操作
（リコイリング操作）の前半過程（ピストンが上死点に達するまで）においては、前記ゼ
ンマイ機構による緩衝効果が得られるとともに、前記リコイルロープの引き力が前記ゼン
マイ機構に蓄えられ、その後半過程においては、前記蓄えられた引き力と後半過程で実際
に引かれる引き力とが合力となって前記内燃エンジンを起動する力となる。このため、ロ
ープの引き力変動を可及的に抑えることができ、ロープ引き操作を円滑に行うことができ
るとともに、大きな引っ張り力を要することなく、作業機を背負ったままでエンジンを容
易に始動させることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
【００１６】
図１は、本発明に係るリコイルスタータ装置の一実施形態を背負式動力作業機と共に示す
右後方斜視図である。図示の背負式動力作業機１０は、落ち葉やゴミ等を寄せ集める作業
を、ほうきに代えて加速・加圧空気によって吹き寄せて行う、パワーブロワー（送風掃除
機）と呼ばれるもので、背負いバンド１４、１４が掛けられた側面視Ｌ形の背負架台１２
に、動力源としての空冷２サイクルガソリンエンジン（内燃エンジン）１７が直結された
遠心式の送風機１５が搭載保持されている。
【００１７】
該送風機１５は、外部の空気を吸入してそれに速度と圧力を与えて、その右側部に横向き
に突設された噴出口１６から蛇腹状のフレキシブル管１９、噴管（図示せず）等を介して
外部に吹き出すようになっている。
そして、前記送風機１５の回転軸（図示せず）と同一軸線上に配置された前記内燃エンジ
ン１７のクランク軸（図示せず）の外端側（後方側）に、本実施形態のリコイルスタータ
装置２０が連結されている。
【００１８】
本実施形態のリコイルスタータ装置２０は、蓄力式のもので、詳細には図示されていない
が、リコイルロープ２１が巻装されて、該リコイルロープ２１（リコイルハンドル２２）
を介して引っ張ることにより回転せしめられるロープリール、及び、前記リコイルロープ
２１を自動的に巻き取るべく前記ロープリールを逆転させるリコイル用付勢手段としての
ゼンマイを含む駆動部と、該駆動部の回転が伝達される従動部と、を備え、前記駆動部と
前記従動部との間に、緩衝・蓄力手段としてのゼンマイ機構が介装され、該緩衝・蓄力手
段が、前記駆動部の駆動の過程において、該駆動部の駆動によって緩衝しつつ蓄力すると
ともに、該蓄力により前記従動部を駆動するようにされている。
【００１９】
前記リコイルロープ２１の一端部に取り付けられた前記リコイルハンドル２２は、図１に
加えて図２、図３を参照すればよくわかるように、スタータ本体部２０Ａの引き出し口２
０ａから所定長だけ引き出されて前記背負式動力作業機１０における、該作業機１０を背
負った作業者の腰部右側辺りに相当する部位に設けられたハンドル係止部２５に係止され
るとともに、前記スタータ本体部２０Ａと前記ハンドル係止部２５との間の前記リコイル
ロープ２１の延出部分２１Ａに、ナイロン等の合成樹脂製の可撓性ガイドパイプ３０が緩
く外嵌され、該ガイドパイプ３０の一端部３０ａ（前記ハンドル係止部２５側）が固定端
とされるとともに、他端部３０ｂ（前記スタータ本体部２０Ａ側）が自由端とされており
、前記内燃エンジン１７を始動させる際には前記リコイルハンドル２２が作業者の前方Ｆ
に向けて引き出されるようにされている。
【００２０】
　より詳細には、前記ハンドル係止部２５は、図４に示される如くに、前記背負架台１２
の右側下端部に固着されているブラケット２４にビス止めされたＬ形状板材２６を備えて
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おり、該Ｌ形状板材２６の縦辺部２６ａに装着固定された筒状部２７内に前記リコイルロ
ープ２１が挿通せしめられるとともに、前記ガイドパイプ３０の前記一端部３０ａが、前
記筒状部２７に挿脱可能に圧入固定されている。
【００２１】
また、図５に示される如くに、前記ガイドパイプ３０の前記他端部３０ｂ（前記スタータ
本体部２０Ａ側の端縁部）には鍔状部３１が形成され、該鍔状部３１にゴム等の弾性リン
グ状部材３２が、緩衝・保護部材として外嵌取着されている。なお、前記ガイドパイプ３
０の他端部３０ｂ（前記弾性リング状部材３２）と前記引き出し口２０ａとの間には若干
の隙間Ｇが形成されている。
【００２２】
前記の如くの構成とされた本実施形態の背負式動力作業機用リコイルスタータ装置２０に
おいては、リコイルハンドル２２がスタータ本体部２０Ａから所定長だけ引き出されて、
前記作業機１０における作業者の腰部右側辺りに位置する部位に設けられたハンドル係止
部２５に係止されるとともに、前記スタータ本体部２０Ａと前記ハンドル係止部２５との
間の前記リコイルロープの延出部分２１Ａに可撓性ガイドパイプ３０が緩く外嵌され、該
ガイドパイプ３０の一端部３０ａが固定端とされるとともに、他端部３０ｂが自由端とさ
れていて、前記内燃エンジン１７を始動させる際には、前記リコイルハンドル２２が作業
者の前方Ｆに向けて引き出されるようにされるので、作業機１０を背負ったままで始動操
作を容易に行うことができるとともに、従来の背負式動力作業機用リコイルスタータ装置
に、ハンドル係止部２５と可撓性ガイドパイプ３０とを追加しただけのごく簡単な構成で
あるので、セルモーター式のものに比して軽量で安くできる。
【００２３】
さらに、簡素な構成であることから故障が少なくなる上、図１に仮想線で示される如くに
、木枝Ｋ等に前記可撓性ガイドパイプ３０が引っかかったとき、該ガイドパイプ３０が木
枝Ｋ等に引っ張られる方向に曲げられ、それに伴いリコイルロープ２１がスタータ本体部
２０Ａ（のリール）から引き出されて、前記ガイドパイプ３０の自由端３０ｂ側が引っ張
られた方向に動くので、その固定端部３０ａ等に大きな負荷が加わることがなく、壊れに
くくなる。
【００２４】
以上、本発明の一実施形態について詳述したが、本発明は、前記実施形態に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された発明の精神を逸脱しない範囲で、設計において
、種々の変更ができるものである。
【００２５】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように、本発明の背負式動力作業機用リコイルスタータ装置は
、背負ったままで始動操作を容易に行うことができるとともに、セルモーター式のものに
比して軽量で安くでき、さらに、故障が少なく、木枝等にガイドパイプ等の構成部品が引
っかかったとき等でも壊れにくいという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るリコイルスタータ装置の一実施形態を背負式動力作業機と共に示
す右後方斜視図。
【図２】　図１に示されるスタータ装置の部分切欠拡大平面図。
【図３】　図１に示されるスタータ装置の部分切欠拡大後面図。
【図４】　図２に示されるスタータ装置のハンドル係止部周辺を拡大して示す部分切欠平
面図。
【図５】　図３に示されるスタータ装置におけるガイドパイプのスタータ本体部側の端部
周辺を拡大して示す部分切欠後面図。
【符号の説明】
１０　…背負式動力作業機
１７　…空冷２サイクルガソリンエンジン（内燃エンジン）
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２０　…リコイルスタータ装置
２０Ａ…スタータ本体部
２１　…リコイルロープ
２１Ａ…延出部分
２２　…リコイルハンドル
２５　…ハンドル係止部
２７　…筒状部
３０　…ガイドパイプ
３０ａ…一端部（固定端）
３０ｂ…他端部（自由端）
３１　…鍔状部（端縁部）
３２　…弾性リング状部材
Ｆ　　…作業者の前方

【図１】 【図２】
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【図５】
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